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一 
 

概

況

 
 

長
洲
町
は
、
熊
本
県
の
北
西
部
に
位
置
し
て
お
り
、
西
及
び
南
部
を
有
明
海
に
面
し
、
対
岸

に
は
島
原
半
島
を
望
ん
で
い
る
。
北
は
荒
尾
市
と
接
し
、
南
東
部
を
流
れ
る
行
末
川
を
境
に
玉

名
市
と
接
し
た
、
人
口
一
六
、
五
九
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
一
九
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
の
町
で
あ
る
。

 
 

海
岸
線
か
ら
町
中
央
部
に
か
け
て
は
肥
沃
な
水
田
が
広
が
り
、
東
部
は
小
高
い
丘
陵
地
で
み

か
ん
、
新
高
（
ジ
ャ
ン
ボ
梨
）
な
ど
の
果
樹
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
有
明
海
は
干
満

の
差
が
大
き
く
干
潮
時
に
は
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
広
大
な
干
潟
が
あ
ら
わ
れ
、
海
苔
の

養
殖
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
金
魚
の
養
殖
も
盛
ん
で
「
長
洲
の
金
魚
」
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
内
陸
部
及
び
有
明
臨
海
工
業
用
地
に
は
、
造
船
及
び
サ
ッ
シ
な
ど
の
金
属
関
係
の
企

業
が
多
数
立
地
し
て
い
る
ほ
か
、
名
石
浜
工
業
団
地
に
は
国
内
最
大
級
の
発
電
量
を
有
す
る
太

陽
光
発
電
施
設
、
有
明
ソ
ー
ラ
ー
パ
ワ
ー
が
建
設
さ
れ
、
発
電
出
力
は
三
、
七
五
〇
キ
ロ
ワ
ッ

ト
で
あ
る
。
年
間
で
は
、
約
一
、
〇
〇
〇
世
帯
分
の
年
間
消
費
電
力
量
に
相
当
す
る
発
電
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
施
設
は
、「
環
境
の
町
、
長
洲
」
の
取
り
組
み
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
小

学
校
や
会
社
団
体
な
ど
の
見
学
者
の
受
け
入
れ
も
行
っ
て
い
る
。

 
 

交
通
機
関
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
が
町
の
中
央
部
を
北
西
か
ら
南
東
へ
走
り
、
長
洲

駅
を
擁
し
て
い
る
。
沿
海
部
に
は
、
国
道
五
〇
一
号
が
走
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
洲
港
と
多
比

良
港
と
を
結
ぶ
有
明
フ
ェ
リ
ー
が
運
航
さ
れ
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
有
明
海
を
へ
だ
て
た
多
良
岳
に
か
か
る
夕
日
は
、「
長
洲
の
落
日
」
と

い
わ
れ
大
変
美
し
い
。
熊
本
約
八
五
〇
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
勇
壮
果
敢
な
祭
「
的
ば
か
い

（
破
魔
弓
祭
）
」
で
有
名
な
四
王
子
神
社
、
全
国
大
会
の
予
選
大
会
で
も
あ
る
「
九
州
金
魚
す
く

い
選
手
権
大
会
」
が
五
月
の
連
休
期
間
中
に
開
催
さ
れ
る
、金
魚
と
鯉
の
郷
広
場
な
ど
が
あ
る
。

 
 

合
併
前
の
旧
長
洲
町
地
域
は
、
古
く
か
ら
長
渚
、
泣
洲
の
浜
、
千
鳥
ケ
浜
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
こ
の
名
称
の
お
こ
り
は
、
景
行
天
皇
西
征
の
と
き
、
そ
の
妃
、
御
刀
媛
が
天
皇
の
あ
と

を
慕
っ
て
豊
後
の
国
か
ら
こ
ら
れ
た
が
、
す
で
に
天
皇
が
出
発
さ
れ
た
あ
と
で
、
逢
え
な
か
っ

た
の
を
悲
し
ん
で
涙
を
流
し
、
つ
い
に
入
水
さ
れ
た
の
で
「
泣
洲
の
浜
」
と
な
っ
た
と
い
う
。

二 
 

町
名
の
由
来



ま
た
、
こ
の
地
域
は
、
長
い
渚
で
千
鳥
が
鳴
い
て
い
る
浜
で
あ
る
た
め
、
そ
の
自
然
現
象
が
住

民
の
口
の
端
に
の
ぼ
り
「
長
渚
」
「
千
鳥
ケ
浜
」
の
名
が
自
然
に
発
生
し
た
と
も
い
う
。

 
 

旧
藩
時
代
の
荒
尾
手
永
惣
庄
屋
、
関
氏
の
手
鑑
の
記
録
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
す

で
に
長
須
村
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
上
区
と
下
区
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代

中
期
か
ら
は
、
長
洲
町
と
記
さ
れ
、
上
町
、
下
町
に
分
け
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和

三
二
年
（
一
九
五
七
）
一
〇
月
の
三
か
町
村
合
併
の
際
も
、
地
理
的
、
経
済
的
に
中
心
で
あ
る

こ
の
地
方
の
名
称
を
新
町
名
と
し
た
。

 
 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
長
洲
町
は
荒
尾

市
と
の
一
市
一
町
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
長
洲
町
は
玉
名
市
を
軸
と
し
た
任

意
協
議
会
へ
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
を
決
め
、
そ
の
後
正
式
に
任
意
協
議
会
に
参
加
し
た
。
町

内
で
は
そ
の
後
、
荒
尾
市
と
の
法
定
協
議
会
設
置
を
求
め
る
住
民
発
議
も
起
こ
っ
た
が
、
玉
名

郡
市
で
の
法
定
協
議
会
移
行
の
方
向
性
が
固
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
町
議
会

は
荒
尾
市
と
の
法
定
協
議
会
設
置
議
案
を
否
決
し
た
。

 
 

そ
の
後
、
玉
名
地
域
一
市
八
町
で
の
合
併
協
議
が
続
い
た
が
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
に
こ
れ

が
休
止
し
て
し
ま
い
、
以
降
長
洲
町
で
は
合
併
に
向
け
た
動
き
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
。（
第
二

編
「
荒
尾
・
玉
名
地
域
」
参
照
）

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
一
） 

 

長
洲
町

（
二
） 

 

清
里
村
（
荒
尾
市
の
項
参
照
）

（
三
） 

 

腹
赤
村

 
 

旧
藩
時
代
、
本
町
は
、
荒
尾
手
永
惣
庄
屋
の
管
下
に
あ
り
、
そ
の
会
所
が
長
洲
町
に
あ
っ

た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
、
上
町
、
下
町
が
合
併
し
て
長
洲
町
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
て
以
来
、
本
町
は
、
単
独
で
一
行
政
区
域
を
な
し
、
以
後
他
町
村
と
行
政
区
域
を
同
じ
く

す
る
こ
と
な
く
、
三
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
も
そ
の
ま
ま
長
洲
町
と
し
て
残
っ
た
。

 
 

景
行
天
皇
西
下
の
際
、
一
漁
師
が
「
ニ
ベ
」
と
い
う
腹
の
赤
い
魚
を
献
上
し
た
の
で
「
腹

赤
の
浜
」
と
名
付
け
ら
れ
、
こ
れ
が
村
名
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
有
明
海
沿
岸
で

最
も
古
く
か
ら
繁
栄
し
た
漁
業
の
中
心
地
で
、
住
民
の
大
部
分
が
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。

鎌
倉
時
代
、
小
代
重
俊
が
地
頭
職
に
補
せ
ら
れ
て
以
来
、
室
町
時
代
ま
で
、
そ
の
領
有
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
旧
藩
時
代
は
、
長
洲
に
会
所
を
置
く
荒
尾
手
永
惣
庄
屋
の
治
下
に
あ
っ

た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
、
腹
赤
、
清
源
寺
、
平
原
、
上
沖
洲
、
下
沖
洲
の
各
村
は
第
八

大
区
第
一
小
区
に
属
し
、
そ
の
後
平
原
は
清
源
寺
に
合
併
さ
れ
、
上
沖
洲
と
下
沖
洲
は
合
併

し
て
沖
洲
と
な
っ
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
と
き
沖
洲
、
清
源
寺
、
腹
赤
は
一

行
政
区
域
と
な
っ
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
下
沖
洲
が
分
裂
し
た
。
二
二

年
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
三
か
村
が
合
併
し
て
腹
赤
村
と
な
っ
た
。

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

長
洲
町

長
洲
町

長
洲
町

清
里
村
（
梅
田
、
堀
崎
、
建
浜
区
）

腹
赤
村

六
栄
村

腹
栄
村

（
昭
三
〇
・
七
・
二
〇
編
入
）

（
昭
三
一
・
九
・
三
〇
新
設
）

（
昭
三
二
・
一
〇
・
一
新
設
）

市
制
・
町
村
制
後
終
戦
ま
で

終

戦

時

市
制
・
町
村
制
前

長

洲

町

腹

赤

村

清

源

寺

村

上

沖

洲

村

宮

野

村

永

塩

村

折

崎

村

腹
赤
村

腹

赤

村

長

洲

町

六
栄
村

六

栄

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）
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（
四
） 

六
栄
村 

本
村
の
地
域
は
、
明
治
初
期
ま
で
永
方
、
塩
屋
、
宮
崎
、
宮
崎
出
目
、
向
野
、
折
地
、
赤

崎
の
七
か
村
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
第
二
三
大
区
第
八
小
区
（
塩

屋
は
第
七
小
区
）
と
な
り
、
七
年
の
大
小
区
制
改
正
に
よ
り
第
八
大
区
第
一
小
区
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
地
租
改
正
に
伴
う
合
併
に
よ
っ
て
九
年
に
永
方
、
塩
屋
が
永
塩
村
に
、
宮
崎
、
宮
崎

出
目
、
向
野
が
宮
野
村
に
、
折
地
、
赤
崎
が
折
崎
村
に
な
っ
た
。
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制

法
の
施
行
に
よ
り
、
こ
の
三
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
る

六
栄
村
合
併
の
基
礎
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
、
県
が
発
表
し
た
合
併
試
案
に
よ
る
と
、
大
野
、
睦
合
、

六
栄
の
三
か
村
、
腹
赤
、
長
洲
、
清
里
の
三
か
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
合
併
す
る
計
画
と
な
っ
て
い

た
が
、
関
係
町
村
の
間
で
は
大
野
、
睦
合
、
高
道
、
鍋
の
四
か
村
合
併
お
よ
び
六
栄
、
腹
赤
、

長
洲
、
清
里
の
四
か
町
村
合
併
の
話
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
里
村
の
去
就

を
め
ぐ
っ
て
、
合
併
へ
の
動
き
に
異
常
な
混
乱
が
お
こ
っ
た
。
清
里
村
は
、
二
九
年
一
月
ご
ろ

か
ら
前
記
四
か
町
村
合
併
の
態
度
を
と
り
、
他
の
三
か
町
村
に
も
こ
れ
を
呼
び
か
け
、
早
期
合

併
の
実
現
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
六
栄
、
腹
赤
両
村
は
、
六
栄
村
へ
の
住
友
鉱
業
玉
名
炭

田
開
発
の
問
題
も
か
ら
み
、
大
野
村
ほ
か
三
か
村
ブ
ロ
ッ
ク
に
合
併
す
る
気
配
を
見
せ
は
じ
め

た
。
こ
の
こ
ろ
、
清
里
村
は
、
村
の
去
就
に
つ
い
て
無
記
名
投
票
で
議
会
議
員
の
意
向
を
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、
一
四
対
一
で
荒
尾
市
編
入
希
望
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
村
長
は
、

四
か
町
村
合
併
の
方
針
を
改
め
、
荒
尾
市
長
を
た
ず
ね
て
荒
尾
市
へ
の
編
入
希
望
を
申
し
出
、

市
長
の
快
諾
を
得
た
。
そ
の
後
、
同
年
一
二
月
に
は
同
市
に
対
し
編
入
に
伴
う
一
四
項
目
の
要

望
を
申
し
入
れ
た
。 

一
方
、
同
じ
こ
ろ
か
ら
、
村
内
に
は
荒
尾
市
編
入
反
対
の
声
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
桜

田
地
区
を
中
心
と
す
る
一
、
三
八
七
人
（
う
ち
四
〇
四
人
は
あ
と
で
賛
成
派
に
合
流
）
は
、
連

名
で
荒
尾
市
編
入
反
対
の
陳
情
書
を
村
長
に
提
出
し
た
。 

三
〇
年
一
月
九
日
、
村
長
は
荒
尾
市
編
入
の
た
め
の
財
産
問
題
を
審
議
す
る
た
め
議
会
を
招

集
し
た
が
、
反
対
派
は
役
場
入
口
で
ス
ク
ラ
ム
を
組
み
、
開
会
を
妨
害
し
た
の
で
、
警
察
官
が

出
動
す
る
と
い
う
緊
迫
し
た
事
態
も
生
じ
た
。 

一
月
一
日
に
は
、
同
じ
く
反
対
派
か
ら
村
長
解
職
の
リ
コ
ー
ル
運
動
が
起
こ
さ
れ
た
。
次
い

で
一
月
一
四
日
、
あ
く
ま
で
荒
尾
市
編
入
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
村
当
局
は
、
再
度
議
会
開
会

を
は
か
っ
た
た
め
、
紛
争
は
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
開
会
す
れ
ば
賛
成
一
〇
票
、
反
対
四
票
で

荒
尾
市
編
入
議
案
が
議
決
さ
れ
る
こ
と
を
予
知
し
て
い
た
反
対
派
は
、
長
洲
、
六
栄
、
腹
赤
各

村
か
ら
の
応
援
を
加
え
て
二
、
〇
〇
〇
人
が
「
悲
し
い
編
入
、
嬉
し
い
合
併
」
、「
編
入
は
や
み

取
引
だ
」
等
の
の
ぼ
り
二
〇
本
を
押
し
た
て
、
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
開
会
を
不
能
に
す
る
策
に

で
た
の
で
、
村
長
は
、
警
察
官
の
出
動
を
要
請
し
た
。
事
態
を
重
視
し
た
警
察
は
、
二
個
中
隊

三
〇
〇
人
を
出
動
さ
せ
、
役
場
前
の
道
路
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
張
り
め
ぐ
ら
し
警
戒
に
あ
た
っ
た

が
、
こ
の
議
会
も
つ
い
に
流
会
と
な
っ
た
。 

一
月
一
六
日
、
県
係
員
が
反
対
派
代
表
ら
と
会
い 

（
一
）
荒
尾
市
編
入
が
決
定
す
れ
ば
、
反
対
派
は
、
四
か
町
村
合
併
の
機
が
熟
し
た
と
き
分

村
す
る
。 

（
二
）
荒
尾
市
編
入
議
決
の
村
会
を
一
時
延
期
す
る
。 

と
い
う
調
停
案
を
示
し
、
了
承
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
調
停
案
も
村
長
側
に
拒
否

さ
れ
、
調
停
は
不
調
に
終
わ
っ
た
。 

一
月
二
〇
日
、
村
長
は
反
対
派
と
の
摩
擦
を
さ
け
る
た
め
、
荒
尾
市
日
の
出
区
余
田
説
教
所

で
臨
時
村
議
会
を
開
き
、
荒
尾
市
編
入
を
議
決
し
た
。 

一
月
二
二
日
、
村
助
役
は
、
荒
尾
市
編
入
議
決
書
を
そ
え
て
荒
尾
市
長
に
正
式
に
編
入
を
申

し
入
れ
た
。 

二
月
一
六
日
、
荒
尾
市
長
、
清
里
村
長
ら
は
、
四
月
一
日
編
入
予
定
で
県
へ
合
併
申
請
書
を

提
出
し
た
が
、
県
は
こ
の
よ
う
な
紛
糾
し
た
状
態
で
は
県
議
会
へ
の
提
出
は
困
難
で
あ
る
旨
回

答
し
た
。 

そ
の
後
、
県
へ
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
合
併
議
案
の
県
議
会
提
案
の
促
進
、

あ
る
い
は
延
期
の
陳
情
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
編
入
議
案
は
三
月
県
議
会
に
、

県
内
の
他
の
町
村
合
併
議
案
と
と
も
に
提
案
さ
れ
た
が
、
本
件
は
継
続
審
議
と
な
り
、
の
ち
県

議
会
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。 

こ
の
間
、
村
内
の
対
立
感
情
は
一
向
に
お
と
ろ
え
ず
、
編
入
賛
成
派
の
要
求
で
、
荒
尾
市
商

工
会
議
所
が
、
衣
料
品
店
、
時
計
店
、
金
物
店
、
茶
屋
な
ど
八
軒
を
清
里
村
に
派
遣
し
、
一
割

引
き
の
出
張
販
売
を
行
う
等
の
事
件
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
反
対
派
は
、
建
浜
区
の
公
民
館
に
「
新

清
里
村
役
場
仮
事
務
所
」
な
る
も
の
を
設
け
、
新
村
長
、
助
役
な
ど
を
決
め
よ
う
と
い
う
話
も

真
剣
に
検
討
さ
れ
た
。 
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し
か
し
な
が
ら
、
県
を
含
め
た
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
、
六
月
一
六
日
、
県
庁
副
知
事
室
で

両
派
が
会
合
し
、「
九
地
区
の
う
ち
、
牛
水
中
、
牛
水
上
、
水
島
、
小
野
の
四
地
区
は
荒
尾
市
編

入
を
希
望
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
外
の
高
浜
、
建
浜
、
堀
崎
、
梅
田
、
牛
水
下
の
五
地
区
に

つ
い
て
住
民
投
票
を
行
う
。」
と
い
う
あ
っ
せ
ん
案
の
調
印
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
六
月
一
八

日
に
は
、
こ
の
投
票
を
前
に
し
て
、
暴
力
事
件
ま
で
引
き
起
こ
し
た
。
六
月
二
〇
日
に
行
わ
れ

た
建
浜
、
堀
崎
、
梅
田
地
区
の
投
票
で
は
、
分
村
す
な
わ
ち
長
洲
町
合
併
に
賛
成
が
三
分
の
二

以
上
の
票
を
獲
得
し
て
分
村
が
決
定
し
た
が
、
六
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
高
浜
、
牛
水
下
の
投

票
で
は
、
両
地
区
と
も
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
荒
尾
市
編
入
が
確
定
し
た
。 

そ
の
後
も
村
当
局
は
、
建
浜
な
ど
三
地
区
の
分
村
を
さ
け
る
た
め
、
反
対
派
と
の
交
渉
を
続

け
た
が
、
反
対
派
の
意
思
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
。 

六
月
二
六
日
、
荒
尾
市
お
よ
び
清
里
村
の
両
議
会
で
、「
清
里
村
を
分
村
し
て
編
入
す
る
。
」

と
い
う
議
案
を
議
決
し
た
（
清
里
村
議
会
は
出
席
議
員
一
五
人
中
反
対
六
人
で
議
決
）
。 

一
方
、
長
洲
町
で
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
同
年
三
月
二
〇
日
、「
た
と
え
清
里
村
が
分
村
し
て

も
、
六
栄
、
腹
赤
、
清
里
と
の
四
か
町
村
合
併
を
行
う
。
」
旨
全
員
一
致
で
決
議
し
て
お
り
、
六

月
二
六
日
、
清
里
村
の
建
浜
、
堀
崎
、
梅
田
の
三
地
区
の
長
洲
編
入
を
可
決
し
た
。
県
で
は
関

係
議
案
を
六
月
県
議
会
に
提
案
し
、
七
月
二
〇
日
を
も
っ
て
清
里
村
は
分
村
し
て
荒
尾
市
お
よ

び
長
洲
町
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ
れ
た
。 

長
洲
町
ブ
ロ
ッ
ク
の
合
併
が
清
里
村
問
題
で
紛
糾
し
て
い
る
間
に
、
県
が
当
初
示
し
た
合
併

試
案
の
関
係
村
の
う
ち
、
大
野
、
睦
合
の
両
村
は
三
〇
年
に
高
道
、
鍋
両
村
と
合
併
し
て
岱
明

村
と
な
っ
た
の
で
、
あ
と
に
残
っ
た
長
洲
、
腹
赤
、
六
栄
の
三
か
町
村
合
併
が
問
題
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
腹
赤
、
六
栄
の
両
村
で
は
農
村
同
志
の
合
併
を
強
調
す
る
意
見
と
、
さ
ら
に
長
洲

町
を
加
え
た
大
合
併
を
主
張
す
る
意
見
が
対
立
し
、
住
民
感
情
も
悪
化
し
た
。
た
だ
、
両
村
民

は
こ
の
合
併
問
題
に
か
ら
む
分
村
だ
け
は
し
な
い
と
い
う
基
本
線
で
は
一
致
し
て
い
た
。
三
一

年
二
月
一
二
日
、
六
栄
村
で
、
同
月
一
九
日
、
腹
赤
村
で
そ
れ
ぞ
れ
二
か
村
合
併
か
、
三
か
村

合
併
か
に
つ
い
て
住
民
投
票
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
両
村
と
も
二
か
村
合
併
に
賛
成
と
い
う
結
果

を
得
た
。 

そ
こ
で
、
両
村
は
、
同
年
六
月
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、
建
設
計
画
等
を
策
定
し
た
後
、
両

村
議
会
で
合
併
関
係
議
案
を
議
決
し
た
。
同
年
八
月
、
両
村
合
併
が
県
議
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
、
九
月
三
〇
日
両
村
は
合
併
し
、「
腹
栄
村
」
と
な
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
六
か
月
後
に
は
長
洲
町
と
再
度
合
併
し
て
ほ
し
い
」
と
い

う
県
か
ら
の
希
望
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
腹
栄
村
で
は
、
早
期
再
合
併
に
は
、

反
対
の
空
気
が
強
か
っ
た
。 

三
二
年
一
月
一
四
日
、
県
は
新
市
町
村
建
設
促
進
法
に
基
づ
き
長
洲
町
と
腹
栄
村
の
合
併
を

勧
告
し
た
。
腹
栄
村
で
は
、
四
月
四
日
臨
時
村
議
会
を
招
集
し
、
両
町
村
の
合
併
議
案
を
審
議

し
た
が
議
決
す
る
に
至
ら
ず
、
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
継
続
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
後
、
五
月
九
日
、
同
村
の
定
例
議
会
で
住
民
の
世
論
調
査
を
行
う
旨
決
定
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
六
月
一
六
日
に
投
票
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
、
合
併
反
対
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
賛

成
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
議
会
の
議
決
も
、
一
五
対
一
三
で
い
ず
れ
も

長
洲
町
と
の
合
併
に
反
対
す
る
も
の
が
多
く
、
結
論
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
村
当
局
は
住

民
の
啓
蒙
に
努
力
を
重
ね
た
。
こ
の
結
果
、
八
月
一
日
の
臨
時
議
会
で
は
、
二
五
対
五
に
よ
り

合
併
の
決
議
を
し
、
翌
二
日
、
両
町
村
の
長
、
助
役
、
正
副
議
長
、
各
常
任
委
員
長
の
会
合
が

開
か
れ
、
八
月
四
日
に
は
両
町
村
の
議
員
総
会
を
行
い
、
町
村
合
併
協
議
会
の
設
置
を
決
定
し

た
。
同
協
議
会
は
、
八
月
六
日
、
第
一
回
会
合
を
行
な
い
、
そ
の
後
、
一
二
日
、
二
二
日
、
二

四
日
、
二
九
日
、
三
〇
日
、
九
月
三
日
、
九
日
、
一
六
日
と
八
回
の
会
議
を
開
き
、
建
設
計
画
、

協
定
事
項
等
を
決
定
し
た
。
九
月
二
一
日
、
両
町
村
は
臨
時
議
会
を
招
集
し
、
一
〇
月
一
日
に

合
併
し
、
町
名
は
「
長
洲
町
」
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
を
全
員
一
致
で
議
決
し
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
及
び
協
定
事
項 

清
里
村
の
一
部
長
洲
町
に
編
入 

荒
尾
市
、
玉
名
郡
長
洲
町
は
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
よ
り
、
清
里
村
か
ら
引
き
継
い
だ
共

有
財
産
を
次
の
よ
う
に
分
割
す
る
こ
と
を
協
定
す
る
。
た
だ
し
、
本
協
定
は
、
市
町
双
方
の
議

会
の
議
決
を
経
て
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
） 

小
学
校
校
舎
お
よ
び
付
属
建
物
の
う
ち
一
棟
（
二
階
建
八
教
室
）
を
除
き
、
残
り
全

部
を
長
洲
町
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
。 

（
二
） 

保
育
園
な
ら
び
に
公
民
館
の
建
物
全
部
を
長
洲
町
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
。 

（
三
） 

中
学
校
舎
お
よ
び
付
属
建
物
全
部
な
ら
び
に
前
記
小
学
校
新
校
舎
一
棟
を
荒
尾
市
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
。 

（
四
） 

小
・
中
学
校
、
公
民
館
の
敷
地
は
、
小
学
校
の
東
西
の
便
所
北
端
を
基
準
に
し
て
北

に
五
メ
ー
ト
ル
の
点
を
分
割
点
と
し
、
南
部
を
長
洲
町
へ
、
北
部
を
荒
尾
市
へ
そ
れ
ぞ

れ
分
割
帰
属
さ
せ
る
こ
と
。 
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両
市
町
各
々
の
財
産
分
割
は
、
分
村
合
併
当
時
の
協
定
率
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

分
割
取
得
量
（
土
地
お
よ
び
建
物
）
に
増
減
を
生
ず
る
と
き
は
、
清
里
村
の
借
入
起
債

額
を
も
っ
て
調
整
す
る
。

 
 

荒
尾
市
は
、
分
割
後
の
所
有
建
物
全
部
を
そ
の
行
政
区
域
内
に
、
昭
和
三
一
年
八
月

三
一
日
ま
で
に
移
転
す
る
こ
と
。

 
 

小
・
中
学
校
、
保
育
園
お
よ
び
公
民
館
の
動
産
は
、
前
記
協
定
率
に
よ
っ
て
分
配
す

る
が
、
個
々
の
備
品
に
つ
い
て
は
、
双
方
協
議
の
う
え
帰
属
を
決
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

 
 

役
場
の
所
在
地
は
、
両
村
の
ほ
ぼ
中
央
で
、
交
通
、
通
信
そ
の
他
官
公
署
と
の
連
絡
お

よ
び
住
民
の
至
便
な
位
置
に
置
く
。

 
 

役
場
の
建
物
は
、
当
分
の
間
、
腹
赤
村
大
字
清
源
寺
二
六
六
二
番
地
、
腹
赤
村
役
場
を

充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
五
）

（
六
）

（
七
） 

 

中
学
校
実
習
地
（
田
畑
）
は
、
荒
尾
市
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
。

（
八
）

 
 

腹
赤
村
と
六
栄
村
の
合
併

（
一
） 

 

合
併
の
形
式 

 
 
 

腹
赤
村
と
六
栄
村
を
合
体
す
る
。

（
二
） 

 

実
施
の
時
期 

 
 
 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日

（
三
） 

 

新
町
村
名 

 
 
 

村
名
は
「
腹
栄
村
」
と
す
る
。

（
四
） 

 

役
場
の
位
置

 
 

１２
（
五
） 

 

役
場
の
出
張
所 

 
 
 

当
分
の
間
、
六
栄
村
に
設
け
、
同
役
場
を
充
て
る
。

（
六
） 

 

出
張
所
事
務

 
 

１ 
 

戸
籍
、
住
民
登
録
、
諸
証
明
、
配
給
等
の
事
務

 
 

２ 
 

主
任
、
使
丁
を
含
め
て
三
人

（
七
） 

 

議
員
の
任
期

 
 

町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
任
期
を
昭
和
三
二
年
九
月
末
日
ま
で
延
長
す
る
。

（
八
） 

 

議
員
の
定
数 

 
 
 

定
数
一
六
人
と
し
、
合
併
後
最
初
の
選
挙
よ
り
実
施
す
る
。

（
九
） 

 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
、
定
数

 
 

１ 
 

町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
な
い
。

 
 

２ 
 

選
挙
に
よ
る
委
員
定
数 

 

一
一
人

（
一
〇
） 

 

教
育
委
員
会
の
委
員
定
数 

 
 
 

定
数
を
三
人
と
す
る
。

（
一
一
） 

 

合
併
関
係
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い

 
 

１２

　
　

（
ア
） 

 

昭
和
三
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
退
職
者
に
は
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇

　
　

（
イ
） 

 

昭
和
三
二
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
退
職
者
に
は
一
〇
〇
分
の
一
五
〇

　
　

（
ウ
） 

 

一
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
分
の
六
〇

 
 
 
 

（
エ
） 

 

一
一
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
分
の
六
五

 
 
 
 

（
オ
） 

 

二
一
年
以
上
三
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
分
の
七
〇

 
 
 
 

（
カ
） 

 

三
六
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
分
の
六
五

（
一
二
） 

 

助
役
の
定
数 

 
 
 

一
人
と
す
る
。

（
一
三
） 

 

嘱
託
員 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
存
置
す
る
。

（
一
四
） 

 

資
産
お
よ
び
負
債

 
 

１ 
 

両
村
の
保
有
す
る
い
っ
さ
い
の
資
産
は
、
新
村
に
引
く
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

両
村
の
負
債
は
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
五
） 

 

消
防
団
の
統
合

 
 

１２ 
 

現
在
の
消
防
団
を
左
記
の
と
お
り
統
合
す
る
。

３ 
 

逐
次
各
地
区
に
消
防
貯
水
溜
を
設
け
る
。

４ 
 

新
村
役
場
内
に
消
防
団
の
本
部
を
置
く
。

 
 

両
村
に
あ
る
機
械
器
具
は
、
現
状
の
ま
ま
と
し
、
逐
次
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
等
の
購
入
を

な
し
、
消
防
機
械
器
具
の
充
実
整
備
を
は
か
る
。

 
 

町
村
合
併
促
進
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
合
併
関

係
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職

員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。
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職
員
の
退
職
手
当
て
は
、退
職
者
の
退
職
時
の
月
俸
に
左
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、

次
の
区
分
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

村

名

腹

赤

村

六

栄

村

　

計

本

団

　

一
　

　

一

　

二

分

団

　

五

　

三

　

八

団
員
数

二
一
七

一
五
〇

三
六
七

本

団

　

一

分

団

　

八

団
員
数

合

併

前

合

併

後



 －6－

（
一
六
） 

税
の
調
整 

１ 
昭
和
三
一
年
度
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

２ 
昭
和
三
二
年
度
か
ら
は
実
地
調
査
を
な
し
、
両
村
の
税
率
を
調
整
す
る
。 

３ 

村
税
の
収
入
未
済
分
は
、
合
併
前
日
ま
で
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
整
理
す
る
。 

（
一
七
） 

国
民
健
康
保
険 

１ 

合
併
と
同
時
に
統
合
す
る
。 

２ 

昭
和
三
一
年
度
の
税
率
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

３ 

昭
和
三
二
年
度
か
ら
実
地
調
査
を
な
し
、
両
村
税
率
を
調
整
す
る
。 

４ 

保
険
税
の
未
収
入
は
、
合
併
前
ま
で
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
整
理
す
る
。 

（
一
八
） 

大
字
の
名
称 

腹
栄
村
大
字
上
沖
洲
、
清
源
寺
、
腹
赤
、
永
塩
、
宮
野
、
折
崎 

（
一
九
） 

小
学
校
、
中
学
校
そ
の
他
の
教
育
文
化
施
設
の
統
合
整
備
に
関
す
る
事
項 

１ 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
設
置 

 

役
場
内
に
設
置
す
る
。 

２ 

小
学
校
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

３ 

小
学
校
校
舎
の
増
、
改
、
新
築
の
方
針 

一
応
現
在
の
ま
ま
と
し
、
漸
次
老
朽
校
舎
よ
り
改
築
す
る
。 

４ 

小
学
校
の
校
区 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

５ 

中
学
校
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

６ 

中
学
校
校
舎
の
増
、
改
、
新
築
の
方
針 
 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

７ 

中
学
校
の
校
区 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

８ 

公
民
館
の
統
合
整
備 

 

統
合
す
る
。 

（
二
〇
） 

診
療
所 

 

六
栄
村
に
あ
る
診
療
所
を
現
在
の
ま
ま
使
用
す
る
。 

（
二
一
） 

下
記
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
婦
人
会
、
青
年
団 

 

長
洲
町
と
腹
栄
村
の
合
併 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

腹
栄
村
、
長
洲
町
を
合
体
す
る
。 

（
二
） 

実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 

町
名
は
、
「
長
洲
町
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

役
場
は
、
当
分
の
間
、
玉
名
郡
長
洲
町
大
字
一
、
四
四
〇
番
地
に
置
き
、
長
洲
町
役
場
の

建
物
を
も
っ
て
あ
て
、
可
及
的
す
み
や
か
に
新
町
の
地
域
的
中
心
部
に
新
築
、
移
転
す
る
。

（
合
併
協
議
会
に
お
い
て
強
く
要
望
さ
れ
た
腹
栄
村
の
主
張
は
、
十
分
尊
重
す
る
。） 

（
五
） 

役
場
、
出
張
所
の
位
置
お
よ
び
職
員
定
数
そ
の
他 

１ 

出
張
所
の
位
置
は
、
当
分
の
間
、
腹
栄
村
の
旧
六
栄
村
役
場
に
置
く
。 

２ 

出
張
所
に
、
所
長
以
下
職
員
（
使
丁
を
含
む
。
）
三
人
以
内
を
置
く
。 

３ 

出
張
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
行
う
。 

戸
籍
、
住
民
登
録
、
配
給
、
町
税
そ
の
他
の
徴
収
、
出
張
所
の
権
限
に
属
す
る
諸
証
明 

（
六
） 

議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

１ 

新
町
議
会
議
員
の
定
数
は
、
二
一
人
と
し
、
合
併
後
最
初
の
選
挙
に
か
ぎ
り
、
次
の
選

挙
区
ご
と
に
選
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
一
選
挙
区 

旧
腹
栄
村 

一
〇
人 

第
二
選
挙
区 

旧
長
洲
町 

一
一
人 

（
七
） 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
は
、
一
五
人
と
す
る
。 

（
八
） 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
定
数
は
、
五
人
と
す
る
。 

（
九
） 

合
併
関
係
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
に
関
す
る
事
項 

町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
合
併
関
係
町
村
の
一
般
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新

町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の

と
す
る
。
特
別
職
の
職
員
は
、
町
村
合
併
功
労
者
と
し
て
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
一

般
職
の
退
職
手
当
て
は
、
普
通
退
職
手
当
て
の
額
に
左
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

１ 

昭
和
三
二
年
一
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
も
の
一
〇
〇
分
の
二
五
〇 

２ 

昭
和
三
三
年
三
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
も
の
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇 

３ 

昭
和
三
三
年
九
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
も
の
一
〇
〇
分
の
一
五
〇 

（
一
〇
） 

助
役
の
定
数
は
、
一
人
と
す
る
。 

（
一
一
） 

駐
在
員
の
設
置 

 

当
分
の
間
、
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
二
） 

資
産
お
よ
び
負
債 

１ 

両
町
村
の
資
産
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

両
町
村
の
負
債
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

（
一
三
） 

消
防
団
の
統
合 

１ 

現
在
の
両
町
村
の
消
防
機
械
器
具
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 
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 －7－

２ 

新
役
場
内
に
消
防
団
の
本
部
を
置
く
。 

３ 
分
団
数 

一
五
分
団
、
団
員
数
五
四
二
（
旧
腹
栄
村
三
二
二
人
、
旧
長
洲
区
二
二
○
人
）

 

４ 
団
長 

一
人 

副
団
長 

二
人
（
旧
町
村
各
一
人
） 

（
一
四
） 
町
税
の
調
整 

 

従
来
ど
お
り
と
す
る
。 

（
一
五
） 

大
字
の
名
称 

 

従
来
ど
お
り
と
す
る
。 

（
一
六
） 

国
民
健
康
保
険 

 

当
分
の
間
、
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
七
） 

公
民
館
の
統
合
整
備 

 

統
合
す
る
。 

（
一
八
） 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
設
置 

 

当
分
の
間
、
長
洲
町
公
民
館
に
置
く
。 

（
一
九
） 

小
・
中
学
校
の
学
校
区 

 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
〇
） 

隔
離
病
舎
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
一
） 

診
療
所
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
二
） 

公
益
質
屋
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
三
） 

保
育
所
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
四
） 

火
葬
場
の
位
置 

 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
五
） 

左
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
婦
人
会
、
青
年
団 

（
二
六
） 

長
洲
町
、
腹
栄
村
の
潮
止
樋
門
は
新
町
で
管
理
す
る
。 

（
二
七
） 

町
建
設
計
画 

１ 

保
育
所
の
統
合
整
備 

現
在
の
ま
ま
新
町
で
運
営
し
、
さ
ら
に
腹
赤
地
区
内
に
新
設
し
、
逐
次
施
設
の
充
実
を

図
る
と
と
も
に
全
域
に
わ
た
り
ひ
と
し
く
本
施
設
の
使
用
が
で
き
る
よ
う
設
置
す
る
。 

２ 

公
営
住
宅
の
統
合
整
備 
 

公
営
住
宅
は
、
現
在
の
ま
ま
新
町
に
お
い
て
運
営
す
る
。 

３ 

道
路
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
土
木
施
設
の
整
備 

ア 

長
洲
―
平
原
―
腹
栄
中
学
校
―
折
地
―
赤
崎
を
経
て
大
野
下
に
通
ず
る
道
路
の
改

良
、
拡
張 

イ 

上
沖
洲
―
向
野
―
鷲
巣
を
経
て
焼
石
に
通
ず
る
道
路
の
新
設
、
改
良 

ウ 

建
浜
二
の
宮
神
社
―
葛
輪
―
赤
田
―
鷲
巣
へ
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

エ 

塩
屋
―
永
方
―
葛
輪
―
赤
田
―
鷲
巣
へ
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

オ 

宮
野
高
田
を
経
て
産
業
道
路
に
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

カ 

出
町
踏
切
か
ら
新
山
踏
切
ま
で
の
鉄
道
線
北
川
沿
道
の
新
設 

キ 

忠
霊
塔
前
か
ら
駅
裏
ま
で
の
道
路
の
新
設 

ク 

出
町
踏
切
か
ら
大
明
神
に
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

ケ 

旧
清
里
役
場
か
ら
天
神
さ
ん
を
経
て
県
道
に
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

コ 

建
浜
区
内
の
通
学
道
路
の
改
良
、
拡
張 

サ 

宮
崎
川
よ
り
宮
崎
、
赤
田
を
経
て
荒
尾
の
既
設
道
路
に
通
ず
る
道
路
の
改
良
、
拡
張 

シ 

長
洲
港
、
新
川
漁
港
の
整
備 

ス 

長
洲
海
岸
線
、
そ
の
他
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
下
水
道
の
新
設 

セ 

海
岸
堤
防
の
強
化
促
進 

４ 

開
田
、
開
畑
、
干
拓
、
潅
漑
排
水
施
設
の
整
備
そ
の
他
土
地
改
良
に
関
す
る
事
項 

ア 

腹
栄
村
上
沖
洲
の
開
田
、
整
備 

イ 

腹
栄
村
前
塘
姫
ケ
浦
の
排
水
路
の
整
備
及
び
整
理
川
排
水
工
事
施
工 

ウ 

干
拓
工
事
の
促
進 

５ 

水
道
事
業
、
自
動
車
運
送
業
そ
の
他
の
公
営
企
業
に
関
す
る
事
項 

ア 

長
洲
地
区
、
上
沖
洲
地
区
の
簡
易
水
道
敷
設
の
建
設
促
進 

６ 

前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
合
併
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
合
併
町

村
の
永
久
の
利
益
を
な
る
べ
き
建
設
事
業
に
関
す
る
事
項 

ア 

中
小
河
川
の
改
修
促
進
に
努
め
る
こ
と
。 

イ 

水
族
館
建
設
に
努
め
る
こ
と
。 

 

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長 

 

（
一
） 

清
里
村
の
一
部
長
洲
町
に
編
入 
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（
二
） 

 

腹
赤
村
と
六
栄
村
の
合
併

（
三
） 

 

長
洲
町
と
腹
栄
村
の
合
併

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

（
一
） 

 

清
里
村
の
一
部
長
洲
町
に
編
入

町
村
名

腹
赤
町

六
栄
村

　
　

長

竹
本

清

築
地

邦
輔

　

助

役

馬
場

末
三

平
野

亘

 

収

入

役

馬
場
弥
次
郎

池
上

文
人

　

議

長

浜
田

潮

木
村

松
雄

 

副

議

長

石
本

重
之

上
田

浩　

町
村
名

長
洲
町

腹
栄
村

　
　

長

前
田
虎
之
助

築
地

邦
輔

　

助

役

　
　竹

本

清

 

収

入

役

小
島

米
喜

中
島

熊
次

　

議

長

浦
島

春
吉

竹
内
九
平
次

 

副

議

長

大
石

正
行

村
島

秀
雄　

区

分

人戸

平
方
粁

人

口

戸

数

面

積

四
・
四
七

二
、
〇
一
四

一
、
六
七
三

三
四
一

九
、
九
六
九

二
・
七

八
、
一
六
一

一
・
七
七

一
、
八
〇
八

長

洲

町

長

洲

町

合

併

町

村

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人 人人

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

業

態

生

業

の
割
合

二
四
、
九
四
七

二
九
九

三
、
三
八
七

二
一
、
四
六
九

九
一一

四
二
、
九
一
〇

一
三
、
一
〇
八

二
、
二
一
六

七
、
八
一
五 七

―

三
、
九
八
九

一
、
三
八
三

二
、
六
〇
六

五
、
九
七
〇

三
、
四
九
六

二
、
四
八
四

五
、
一
〇
四

三
、
一
四
八

一
、
九
五
六

八
七
六

三
四
八

五
二
八

一
六
九

一
三
〇

― ―

三
〇
、
一
四
九

九
、
六
七
九

五
、
六
〇
一

一
、
九
二
三

二
九
三

―

一三

三
、
〇
五
七
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